
令令和和６６年年度度東東京京都都公公立立学学校校教教員員採採用用候候補補者者選選考考（（７７年年度度採採用用））実実施施要要綱綱  

令和６年３月２２日 
東 京 都 教 育 委 員 会 

この選考は、原則として令和７年４月１日以降に東京都公立学校教員として採用する候補者を決定するために実施します。 

ただし、欠員の状況によっては、意向確認をした上で令和７年４月１日より前に採用する場合があります。  

  
 選考は、各選考区分により行います。選考を実施する校種等・教科（科目等）及び受験資格は選考区分により異なりますの

で、内容を確認の上、申込手続を行ってください。採用見込者数は、要綱発表日現在の予定数です。 

１１  一一般般選選考考    

選考対象者及び募集内容

昭和６０年４月２日以降に出生し、下表に記載する必要な免許状を取得済みの者又は令和７年４月１日までに取得する見

込込みみのの者者をを対対象象とします。選考方法等は、１８ページを参照ください。 

募集する校種等・教科（科目等） 採用見込者数 
必要な免許状 

[免許状の種類（専修、１種、２種）は問わない] 

選考
方法 

小学校全科 

１，７４０名 

小小学学校校教教諭諭普普通通免免許許状状  

Ａ 

小学校全科（英語コース）＊1 
小小学学校校教教諭諭普普通通免免許許状状にに加加ええ、、英英語語のの中中学学校校又又はは高高等等学学校校教教諭諭普普

通通免免許許状状  

中学校・ 

高等学校共通 

国語、社会（地理歴史）、 

社会（公民）、数学、 

理科（物理、化学、生物） 

英語、音楽、美術 

９８０名 

受受験験すするる教教科科（（科科目目））のの中中学学校校教教諭諭普普通通免免許許状状  

受受験験すするる教教科科（（科科目目））のの高高等等学学校校教教諭諭普普通通免免許許状状 

※中学校及び高等学校の両方の免許状が必要 

小学校・ 

中学校共通 

理科、 

音楽、美術（図画工作） 
１５０名 

受受験験すするる教教科科のの中中学学校校教教諭諭普普通通免免許許状状  

※小学校に配置となる場合は専科を担当 

小学校・ 

中学校・ 

高等学校共通 

家庭、家庭（調理） 

保健体育 
２９０名 

受受験験すするる教教科科のの中中学学校校教教諭諭普普通通免免許許状状  

受受験験すするる教教科科のの高高等等学学校校教教諭諭普普通通免免許許状状  

※中学校及び高等学校の両方の免許状が必要 

※小学校に配置となる場合は専科を担当 

※家庭（調理）における受験資格の詳細はＰ９を参照 

中学校 技術 ３０名 技技術術のの中中学学校校教教諭諭普普通通免免許許状状  

高等学校 

情報 

９０名 

受受験験すするる教教科科のの高高等等学学校校教教諭諭普普通通免免許許状状  

※「工業」又は「農業」は、人事異動等により異なる分野を担当

する場合がある。

商業 

工業（機械系、電気系、化学系、

建築系、工芸系） 

農業（園芸系、食品系、畜産系、

造園系） 

福祉 福福祉祉のの高高等等学学校校教教諭諭普普通通免免許許状状又又はは特特別別免免許許状状＊＊22  

水産 水水産産のの高高等等学学校校教教諭諭普普通通免免許許状状又又はは特特別別免免許許状状＊＊22  

水産（航海） 
水水産産又又はは商商船船のの高高等等学学校校教教諭諭普普通通免免許許状状又又はは特特別別免免許許状状＊＊22  

※受験資格の詳細はＰ９を参照 

特 

別 

支 

援 

学 

校 

小学部 ２１０名 受受験験すするる学学部部にに相相当当すするる校校種種・・教教科科のの教教諭諭普普通通免免許許状状  

※学部をまたがる教科は、中学校又は高等学校のどちらか一方の

免許状があれば受験可能（特別支援学校教諭普通免許状がない

場合は、有する免許状の校種等に相当する学部を担当）

※特別支援学校教諭普通免許状のない場合も受験できるが、採用

後５年以内に取得すること

※「音楽」、「美術」又は「家庭」で採用された者が小学部で勤務

する場合は、特別支援学校教諭普通免許状が必要

中学部 技術 若干名 

中学部 

高等部 

国語、社会、数学、理科、 

英語、保健体育 

３７０名 小学部 

中学部 

高等部 

音楽、美術、家庭 

理療 若干名 特特別別支支援援学学校校自自立立教教科科教教諭諭（（理理療療））普普通通免免許許状状  

自立活動 聴覚障害、肢体不自由 若干名 受受験験すするる科科目目等等のの特特別別支支援援学学校校自自立立活活動動教教諭諭普普通通免免許許状状  

養護教諭 ８０名 養養護護教教諭諭普普通通免免許許状状  

第第１１  選選考考区区分分 

東京都教育委員会では、
学校における「働き方改革」の取組を進めています。

　未来の東京を担う子供たちの成長を導くには、教育の質を高めることが重要です。
　東京都教育委員会では、教員が子供たちと向き合う時間を十分に確保できるよう、
そして、誇りとやりがいをもって生き生きと働くことができるよう、「働き方改革」の
取組を進めています。

その他、働き方改革に関する各種取組は、「学校における働き方改革の
推進に向けた実行プログラム」（令和６年３月公表）を確認ください。
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/staff_workstyle_reform_school/
files/about/240307_ji-pro_zentai.pdf

《主な取組》

◆授業準備等をサポートするスクール・サポート・スタッフや、副担任相当の業務を行うエデュケーション・
アシスタントなど、外部人材を配置し教員の負担軽減を促進しています。

　（令和６年度予算規模　スクール・サポート・スタッフ 小・中学校：2,175 人
   　　　　　　　　　　 エデュケーション・アシスタント 全小学校：1,268 校）

◆部活動指導員の配置を進め、専門的な技術指導や校外での引率等を担わせることにより、顧問の負担軽減
を図っています。（令和６年度予算規模　中学校：696 人　都立学校：1,100 人）

◆令和７年度末までに、都内全ての公立中学校等で地域や学校の実態に応じ、部活動の地域連携・地域移行
の取組を推進していきます。（「部活動改革」 R5~R7 改革推進期間）

◆東京都教育委員会が設立した（公財）東京都教育支援機構（TEPRO）が、
スクール・サポート・スタッフ等の人材紹介、学校の懸案事項につい
ての法律相談窓口の設置（都立学校対象）などにより、学校を支援し
ています。

◆校務支援システムなど様々なシステムを活用して、
仕事の効率化、負担軽減、ペーパーレス化に取り組
んでいます。

◆小学校の新規採用教員が、同世代の先輩教員等に様々な相談を行えるしくみを令和６年度から導入します。
また、臨床心理士等が都内公立学校を訪問し、教職員と個別面談を行うアウトリーチ型相談により、働き
やすい職場づくりを促進しています。

◆夏季休業期間等に、夏季講習や部活動、施設開放等の業務を原則実施しない日（学校閉庁日）を設け、休
暇を取得しやすい環境を整備しています。

学習評価などについて、ICTを活
用（校務支援システム等の活用等）
して、負担軽減を図っている

82.5％
（取組を実施している地区

（都内）の割合）

文部科学省「教育委員会における学校の働き方改革のための取組
状況調査」（R4.12）より
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